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公調委平成２６年（ゲ）第４号

江東区における建設工事からの土壌汚染による健康被害原因裁定申請事件

裁 定

（当事者省略）

主 文

１ 別紙２生活環境に係る被害一覧記載の「認容される生活環境に係る被

害」欄記載の各被害は，被申請人らが別紙３建物目録１記載の（仮称）Ａ

株式会社東京支店ターミナル棟及び同目録２記載の（仮称）Ａ株式会社東

京支店社宅棟の建築工事において別紙４土地目録記載の土地を掘削した際

に発生拡散させた悪臭によるものと認められる。

２ 申請人らのその余の裁定申請を棄却する。

事 実 及 び 理 由

第１ 裁定を求める事項

１ 申請人らの目，喉，皮膚などに生じた健康被害（慢性結膜炎，眼瞼炎，慢性

咽頭炎，湿疹，アトピー性皮膚炎の増悪など）は，被申請人らが別紙３建物目

録１記載の（仮称）Ａ株式会社東京支店ターミナル棟及び同目録２記載の（仮

称）Ａ株式会社東京支店社宅棟の建築工事（以下「本件工事」という。）にお

いて別紙４土地目録記載の土地（以下「本件土地」という。）を掘削した際に

発生・拡散させた何らかの化学物質（クレオソート油など）によるものである。

２ 別紙２生活環境に係る被害一覧記載の「精神的ストレス欄の記載」欄及び

「引用した証拠」欄に記載された各申請人らの生活環境に係る被害は，被申請

人らが本件工事において本件土地を掘削した際に発生拡散させた悪臭によるも

のである。

第２ 事案の概要
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本件は，被申請人Ｂ株式会社（以下「被申請人Ｂ」という。）が，被申請人

Ａ株式会社（以下「被申請人Ａ」という。）が所有する土地上において，被申

請人Ａが発注し被申請人Ｂが受注したトラックターミナル等の新築工事を実施

していたところ，申請人らが，同土地の掘削工事により，土壌中からクレオソ

ート油等の化学物質が発生拡散し，同土地に隣接するマンションの住民である

申請人らに健康被害等が生じたと主張して，掘削工事と健康被害等との間に因

果関係がある旨の原因裁定を求める事案である。

１ 前提事実（当事者間に争いのない事実，審問の全趣旨により容易に認められ

る事実）

(1) 当事者等

ア 申請人らは，東京都江東区○○○●丁目△番所在の「▲」（以下「本件

マンション」という。）１号棟ないし３号棟に居住する住民である（各申

請人の居住部分は，別紙１当事者目録の肩書住所に併記したとおりであ

る。）。本件マンションは，１号棟ないし３号棟の中で，建物ごとにＡ棟

からＧ棟に分かれており（Ａ棟及びＢ棟が１号棟，Ｃ棟が２号棟，Ｄ棟な

いしＧ棟が３号棟である。），申請人らが居住しているのは，Ａ棟ないし

Ｄ棟である（建物のおおむねの位置関係は別紙５のとおり。）。

本件マンションは，昭和５５年に住民が入居を開始し，現在，１号棟な

いし３号棟の合計４６４戸，約１０００人が居住している。

申請人らは，「Ｊ会」（以下「住民団体」という。）のメンバーで，申

請人ａ及び申請人ｂは住民団体の共同代表である。

イ 被申請人Ａは，貨物自動車運送事業等を行う株式会社であり，本件工事

実施前は，本件土地上の被申請人Ａ東京支店の旧トラックターミナルの建

屋（以下「旧ターミナル」という。）において，上記事業を営んでいた。

被申請人Ｂは，建設工事の設計及び請負等を行う株式会社であり，被申

請人Ａが発注した，旧ターミナル，社宅棟，独身寮を解体して，新しいト
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ラックターミナルの建屋（以下「新ターミナル」という。），社宅棟等を

建築する工事（本件工事）を請け負った。

(2) 本件土地について

ア 本件土地は，その北西側で本件マンションの敷地（以下「本件マンショ

ン敷地」という。）と隣接している。本件土地と本件マンション敷地の境

界には，約２．４ｍの高さの塀が境界線に沿って設置されている（甲６）。

本件土地は，○○○通りと■■通りに接しており，本件マンション敷地の

西側は○○○小学校や◆◆◆◆中学校に隣接している（おおむねの位置関

係は別紙６のとおり。）。

本件土地上に建っていた旧ターミナルは，高さ約１５ｍの平屋建ての建

物であり，旧ターミナルの地下には，敷地内の雨水等を一時的にためるた

めのピットが設置されており，その広さはおおむね旧ターミナルの建屋の

１階床面積と同等であった。

イ 本件土地の土壌汚染について

被申請人Ｂは，平成２５年３月頃，本件土地につき，土壌汚染調査を実

施し，その結果，ふっ素及びその化合物，砒素及びその化合物，ベンゼン

が土壌汚染対策法に定める土壌溶出量基準を超過し，鉛及びその化合物が

同土壌含有量基準を超過していることが判明した。被申請人Ａは，平成２

５年７月２４日，東京都に対し，本件土地につき，土壌汚染対策法１４条

１項の規定により，同法６条１項又は１１条１項の規定による指定を受け

ることを求める申請書を提出した（甲８）。

被申請人Ｂは，平成２６年１月頃，本件土地の土壌汚染に係る追加調査

を実施した結果，①溶出量基準不適合として，砒素及びその化合物が１０

４区画で基準値（０．０１mg／ℓ）を超過し，うち最大濃度は０．６５mg／

ℓ，ふっ素及びその化合物が２２９区画で基準値（０．８mg／ℓ）を超過し，

うち最大濃度は２２mg/ℓ，ベンゼンが４７区画で基準値（０．０１mg／ℓ）
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を超過し，うち最大濃度は１．８mg／ℓであり，②含有量基準不適合として，

鉛及びその化合物が３区画で基準値（１５０mg／kg）を超過し，うち最大

濃度は５３０mg／kg，砒素及びその化合物が１区画で基準値（１５０mg／

kg）を超過し，うち最大濃度が１０００mg/kgであった（甲１７。おおむね

の土壌汚染の範囲は別紙７のとおりである。）。

東京都は，平成２６年３月１３日，本件土地のうち別紙８記載の範囲を

形質変更時要届出区域（土壌汚染状況調査の結果，当該土地の土壌の特定

有害物質による汚染状況が環境省令で定める基準に適合しないことから土

地の形質変更の際に届出を要することとされる区域。土壌汚染対策法１１

条１項，６条１項１号。）に指定した（甲１１）。

ウ 本件土地は，昭和４３年に被申請人Ａが取得する以前，昭和１０年代頃

からＣ株式会社が木材防腐加工業を行っており，防腐薬剤としてクレオソ

ート油が使用されていた。

(3) 本件工事について

ア 本件工事における掘削工事は，おおむね一次掘削と二次掘削に分けられ，

一次掘削は，地盤面から新ターミナル棟の基礎床の深さまで掘削をする工

事であり，二次掘削は，新ターミナル棟の杭基礎部分と基礎梁部分を掘削

する工事（いわゆる筋堀り）であった。一次掘削及びそれに関連する掘削

の工事場所及び工事時期は別紙９に記載のとおりであり，二次掘削の工事

場所及び工事時期は別紙１０に記載のとおりである。

また，上記掘削工事に先立ち，被申請人Ｂは，平成２５年１１月２０日

頃から，本件土地の北側部分において，山留工事に伴うシートパイル打設

用の先行掘削を行っていた。その後，平成２６年１月２７日から一次掘削

工事を開始し，おおむね同年６月初旬頃に完了した。一次掘削とともに，

被申請人Ｂは，掘削した土を旧ピット部分に埋め戻し，杭の打設地盤を造

成し，杭の打設を行った（乙１３）。そして，同年６月頃から二次掘削工
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事を開始し，同年９月頃に終了した。

２ 当事者の主張

【申請人らの主張】

(1) 加害行為

本件工場敷地の土壌中には，基準を超過する砒素，ふっ素，鉛，ベンゼン

といった有害な化学物質が含まれ，本件土地の地歴からみてクレオソート油

が含まれていたにもかかわらず，被申請人らは，本件工事において，本件土

地の土壌を掘削するに当たり，十分な悪臭対策や飛散防止措置を講じずに掘

削工事を行ったため，汚染土壌中のクレオソート油に含有されている化学物

質を空気中に揮発させ，また，粉じんとして汚染土壌を飛散させた。

平成２５年１１月２０日から，本件マンション敷地に近接した本件土地の

北側部分において，山留工事に伴うシートパイル打設用の先行掘削が始まっ

た頃，悪臭（油臭）が本件マンションに流入するようになり，申請人らを含

めた本件マンションの住人に悪臭被害が発生するようになった。その後，掘

削工事が開始した後も，悪臭は日によって多少の増減があるものの，昼間だ

けでなく夜間から早朝まで継続しているにもかかわらず，被申請人らは適切

な処置を講じなかった。悪臭は掘削工事が終了するまで継続していた。

(2) 被害

ア 申請人ａ

申請人ａは，掘削工事期間中，気分が悪い，目の痒み，喉の痛みなどの

急性症状があり，悪臭により不快感などの精神的苦痛を受けた（甲３５の

１頁，甲３６の５２）。上記症状の終息時期は平成２６年秋頃であった。

イ 申請人ｃ

申請人ｃは，平成２６年６月頃から本件マンションに在宅する時間が多

くなり，同年７月に入って持病であるアトピー性皮膚炎が増悪し，同月１

６日新たな湿疹が発現したため，医師の診察を受けたところ，「湿疹，ア
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トピー性皮膚炎増悪」の診断を受けた（甲３８の６）。この症状は，同年

冬頃までに徐々に回復した。また，掘削工事期間中，悪臭により精神的苦

痛を受けた。

ウ 申請人ｄ

申請人ｄは，掘削工事期間中，気分が悪い，目がピリピリするといった

急性症状のほか，悪臭により，気分が滅入るなどの精神的苦痛を受けた

（甲３６の４９）。上記の症状は，平成２６年夏頃から軽くなり同年１０

月頃に回復した。

エ 申請人ｅ

申請人ｅは，掘削工事期間中，気分が悪いといった急性症状のほか，悪

臭により，気分が滅入る，イライラするなどの精神的苦痛を受けた（甲３

５の２頁，甲３６の９，甲３６の４８）。上記の症状は，平成２６年秋頃

に終息した。

オ 申請人ｆ

申請人ｆは，平成２５年１２月頃からひどい鼻炎に悩まされるようにな

り，平成２６年５月末頃より咳・痰が出るようになって，同年６月頃から

咽頭違和感が続いていたため，医師の診察を受け，慢性咽頭炎の診断を受

け（甲３８の３，甲４０の１），掘削工事終了後も症状が継続している。

また，悪臭により気分が滅入る，イライラするといった精神的苦痛を受け

た（甲３５の２頁，甲３６の１０）

カ 申請人ｇ

申請人ｇは，掘削工事期間中，気分が悪い，軽い吐き気，頭痛，目に違

和感といった急性症状があったほか，悪臭により，気分が滅入る，イライ

ラする，不安になる，不眠になるといった精神的苦痛を受けた（甲３５の

２頁，甲３６の５１）。上記の症状は，平成２６年秋頃に終息した。

キ 申請人ｈ



7

申請人ｈは，平成２５年１１月末頃から，咽頭痛を自覚するようになり，

医師の診察を受けたところ，慢性咽頭炎と診断され（甲３８の１），掘削

工事終了後も症状が継続している。また，掘削工事期間中，気分が悪い，

息苦しい，咳といった急性症状があったほか，悪臭によりイライラすると

いった精神的苦痛を受けた（甲３６の１６）。

ク 申請人ｉ

申請人ｉは，平成２５年１１月末頃から，咽頭痛を自覚するようになり，

医師の診察を受けたところ，慢性咽頭炎と診断され（甲３８の２），掘削

工事終了後も症状が継続している。また，気分が悪い，頭痛といった急性

症状があったほか，悪臭により気分が滅入る，イライラする，ストレスに

より体重減少がするといった精神的苦痛を受けた（甲３５の３頁，甲３６

の１８）。

ケ 申請人ｊ

申請人ｊは，掘削工事期間中，気分が悪い，目に不快感，散歩時の流涙，

くしゃみといった急性症状があったほか，悪臭により，気分が滅入る，イ

ライラするといった精神的苦痛を受けた（甲３６の５６）。上記の症状は，

平成２６年５月末頃から軽くなった。

コ 申請人ｋ

申請人ｋは，掘削工事期間中，気分が悪い，目や鼻の奥や喉に痛みがある

といった急性症状があったほか，悪臭により，気分が滅入る，イライラする

といった精神的苦痛を受けた（甲３６の２６ないし２８及び５０）。上記の

症状は，平成２６年春過ぎに終息した。

サ 申請人ｌ

申請人ｌは，平成２６年１月頃から，眼，鼻，喉の違和感，目やに，目や

その周辺の炎症，顔面の発疹があり，医師の診察を受けたところ，「眼瞼炎，

湿疹（顔面）」（甲３９の２），「慢性結膜炎」（甲３８の４）の診断を受
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け，掘削工事終了後も症状が継続している。また，掘削工事期間中，気分が

悪い，吐き気，頭痛といった急性症状があったほか，悪臭により，気分が滅

入る，不快感，不安感といった精神的苦痛を受けた（甲３６の３４，甲３５

の４頁）。

シ 申請人ｍ

申請人ｍは，平成２５年の年末頃から，目やに，目の痛み・痒みが出たた

め，医師の診察を受けたところ，「慢性結膜炎」（甲３８の５）の診断を受

け，掘削工事終了後も症状が継続している。また，掘削工事期間中，悪臭に

より，不快感といった精神的苦痛を受けた。

ス 申請人ｎ

申請人ｎは，掘削工事期間中，くしゃみ，鼻水といった急性症状があった

ほか，悪臭により，気分が滅入る，イライラするといった精神的苦痛を受け

た（甲３６の５５）。上記の症状は，平成２６年９月頃に終息した。

セ 申請人ｂ

申請人ｂは，掘削工事期間中，気分が悪い，喉に刺激感といった急性症状

があったほか，悪臭により，気分が滅入る，イライラするといった精神的苦

痛を受けた（甲３６の５４）。上記の症状は，平成２６年５月頃軽くなった。

ソ 申請人ｏ

申請人ｏは，掘削工事期間中，喉に刺激感，鼻水といった急性症状があっ

たほか，悪臭により，不快感といった精神的苦痛を受けた（甲３６の５３）。

上記の症状は，平成２６年秋頃に終息した。

(3) 因果関係について

ア 大量に存在したクレオソート油の揮発及び流入があったこと

本件土地は，その地歴によれば，かつて電柱や枕木の防腐加工を行って

いた防腐処理場であり，現に本件掘削工事の際に，地中から古い木材が掘

り起こされていた。その防腐薬剤は，クレオソート油であり，本件土地の
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中心部や本件マンションに近接した北側境界線付近で防腐処理が行われて

いたと推定されている（甲８）。

クレオソート油は，各成分の生物分解や生体内変換についてはほとんど

分かっていないとされながらも微生物によって分解されにくいとの指摘

（甲４１）や，その成分の中には数十年も残留すると考えられる物質もあ

ると指摘されており（甲４１），防腐処理に使用されていたクレオソート

油も相当高濃度であったと考えられるから，本件土地内のクレオソート油，

特に本件マンションに近接した本件土地内の北側境界線付近には，相当高

濃度かつ大量のクレオソート油が残存していたというべきである。そして，

クレオソート油は揮発性を有する（甲３３，甲４１）が，本件土地では土

壌中にあったため，揮発性成分が揮発せずにそのまま残存しており，平成

２５年１１月２０日以降の掘削工事に伴い，特に，最も大量にクレオソー

ト油が存在していたと思われる本件マンションに近接した本件土地の北側

部分を掘削したことにより，残存していたクレオソート油の揮発性成分が

一気に揮発したものと考えられる。

揮発したクレオソート油は，大気を経由して，申請人らが居住する本件

マンションに流入した。このことは，東京都環境局の職員が本件マンショ

ン敷地や本件マンション周辺において油臭やクレオソート臭がすることを

感知していること（甲１２。具体的には平成２６年１月１６日，同年４月

１５日，同月３０日。）や本件マンション住民が悪臭（異臭）の苦情を度

々申し出ていたこと（甲１４）などからも裏付けられている。

イ クレオソート油で汚染された粉じんの飛散及び流入があったこと

被申請人Ｂは，掘削工事開始当初，本件土地を掘削しても，基準超過の

汚染土壌を剥き出しのまま被覆せず放置していた。その後，汚染土壌をシ

ートで覆うようになったものの，粉じんの飛散防止対策は不十分であった

だけでなく，そもそも，本件土地の掘削中は，汚染土壌が剥き出しになっ
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ていたため，粉じんの飛散の可能性があった。

また，申請人らは，平成２６年５月１３日，本件マンションのベランダ

の粉じんを採取して調査を実施したところ，採取した粉じんから砒素，ふ

っ素，鉛等の有害物質が検出された（甲２５）。

さらに同月２２日，被申請人Ｂが本件土地内の残土に石灰系固化剤（生

石灰）を添加する作業を行っていた際，誤って袋を破損させ，生石灰が大

量に飛散し，本件マンションの廊下，ベランダ，駐車場に駐車中の車両等

を汚すという事故があった（甲２６，甲２７の１ないし４）。

以上のことからすれば，本件土地内のクレオソート油で汚染された粉じ

んが，本件土地から本件マンション側に大量に流入しており，申請人らは，

長期に渡り継続して吸入していたといえる。

ウ 被害との関係

クレオソート油は，皮膚刺激性，眼に対する刺激性，アレルギー性皮膚

炎反応のおそれ，遺伝性疾患のおそれの疑い，発がんのおそれ，呼吸器へ

の刺激のおそれ，長期又は反復ばく露による肺，肝臓，腎臓，血液の障害

のおそれなどの有害性を有する化学物質である。急性影響だけでも，吸入

した場合には咳，息切れが，眼に入った場合には，発赤，痛み等が発現し，

飲み込んだ場合には，錯乱，頭痛，吐き気，嘔吐，脱力感，ショック又は

虚脱の症状が発現するとされている（甲４３）。申請人らに発生した健康

被害は，これらのクレオソート油に起因する症状と合致している。

また，症状が現れた時期についても，平成２５年１１月２０日に本件土

地の北側部分（本件マンションに近接した部分）の掘削をし，悪臭（クレ

オソート油臭）が発生し始めたときを境に症状が現れており，症状発症の

時期と掘削工事の開始時期が合致している。

さらに，旅行などで本件マンションを離れている間は，症状が消失し，

再び本件マンションに戻ってくると，症状が再発していたことからすると，
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本件マンションの居住者に発生した健康被害はクレオソート油が原因であ

るといえる。

申請人らのうち，掘削工事終了後も症状が継続している者がいるが，そ

の者は，本件土地から発生・拡散したクレオソート油などの化学物質に暴

露され続けた結果，免疫機能が亢進し，化学物質過敏症に罹患したものと

思料する。

申請人らのうち，現在は症状が治まっている者については，各人の症状

の終息時期の多くが，平成２６年５月頃と同年９月から１０月頃となって

いる。本件掘削工事のうち，同年１月から４月まで，本件土地のうち本件

マンションに近い北面の一次掘削を実施しており，同箇所は土壌汚染が深

刻な場所でもあり，工事期間中は油臭が強い時期であった。その後，一次

掘削は汚染の少ない本件土地の南面に移動していった。そして，申請人ら

に症状の終息のみられた同年５月頃は，上記のとおり掘削工事が汚染の深

刻な箇所から汚染の少ない箇所に移っていた時期と重なっているといえる。

また同様に，症状の終息のみられた平成２６年９月から１０月頃は，掘削

終了後現場に保管されていた汚染土が除去された同年９月頃と時期が重な

っているといえる。

【被申請人らの主張】

(1) 加害行為について

被申請人Ｂは，土壌汚染土の飛散防止のため最適な方法と思われた多量の

散水を実施しているだけでなく，掘削工事開始当初から，状況に応じてシー

ト養生を行っていた。加えて，消臭剤も散布していた。

(2) 被害について

ア 申請人らの主張する被害については，不知ないし否認する。申請人らが

健康被害と主張するものの中には，そもそも健康被害といえるか疑問なも

のが多い。また，精神的苦痛に係る不快感，気分が滅入る，イライラ感，
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不快感，ストレスによる体重減少，不眠等は，いずれも主観的なものであ

って原因裁定になじまず，裁定を求める事項２の申立てはそれ自体失当で

ある。

申請人らの一部は，健康被害を証する証拠として，自らの被害を書きつ

づった被害申告書（甲３５，甲３６）しか提出しておらず，しかも，その

内容を見ると，くしゃみや鼻水など急性症状とまでいえるか疑問なものも

含まれている。

申請人らは被害状況として甲６５号証を提出するが，甲６５号証には，

例えば，№１０６に，平成２６年２月１７日の申請人ｊの被害状況として，

「目が痛い，目やに，涙等目の異常が出てきた」と記載があるが，申請人

ｊが同日に被申請人Ｂに対し電話をした内容は，工事騒音の苦情が主であ

り，目の痛み等の苦情はなかった。このように甲６５号証の記載は疑義が

ある。

イ 化学物質過敏症に罹患したとの申請人らの主張について

申請人ｌ，申請人ｆ，申請人ｈを診察したｐ医師は，化学物質過敏症の

特徴として，①微量な化学物質に反応すること，②化学物質暴露で症状が

再現することを挙げ，患者の問診ではこれらに完全に適合している，と指

摘している（甲６６の１ないし３）。

しかし，Ｄ病院のｒ医師の診断書（甲３９の１）によると，申請人ｆは，

平成２６年５月末頃から咳，痰を認め，同年７月１日に咽頭違和感を主訴

に同院を受診しており，同医師から「咽頭軽度発赤を認めるものの，扁桃

腫脹や頸部リンパ節腫大は認めず。呼吸音は清。他に明らかな異常所見認

めておりません」と診断され，また，Ｅ診療所のｑ医師も，申請人ｆを含

む合計５人の本件マンションの住民を診察している（甲４４）が，いずれ

の場合も明らかな粘膜・皮膚の発赤など「診察時における炎症の存在」を

疑わせる明らかな所見は認められませんでした。」と診断しており，被害
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が深刻であったと主張する平成２６年４月に近い同年７月１日時点でも，

申請人ｆは症状が再現しているとはいい難く，「微量な化学物質に反応」

し，慢性咽頭炎という「症状が再現」している旨の甲６６号証の２の問診

結果には疑問がある。

申請人ｆは，平成２５年１０月２１日にはＦ内科循環器科を，同年１１

月１２日にはＤ病院をそれぞれ受診していることから（乙１８の１及び

２），何らかの既往症を有しているとみるのが自然である。

(3) 因果関係について

ア 平成２５年１１月２０日から開始した山留工事に伴うシートパイル打設

のための先行掘削の際，本件土地内で油臭が発生したこと自体は争わない

が，ひどい悪臭が本件マンションに流入したわけではない。また，本件工

事中，常に本件土地全体からクレオソート油が揮発していたかのような申

請人らの主張は誤りである。

本件土地において平成２５年１２月１３日から平成２６年６月４日まで

の間に行った臭気測定の結果（乙１の１ないし６）によれば，いずれの測

定においても本件土地の境界部分の臭気指数は１０未満であり，臭気は悪

臭防止法４条２項に基づく平成１３年東京都告示第１４９６号及び都民の

健康と安全を確保する環境に関する条例６８条・別表第７の７に定める敷

地境界線の臭気指数を下回っており，申請人らが主張する悪臭による精神

的苦痛には疑問を抱かざるを得ない。この点，申請人らの提出する臭気に

係る証拠（甲６５）は，各自の感覚や自覚で臭気を判定しており，臭気強

度の数値の記載はほとんどが「５」及び「４」に判定されているため，信

用性がない。

イ クレオソート油で汚染された土壌による粉じんを発生させた事実は否認

する。この点，甲２５号証の結果は，前提となる粉じんの採取場所が不明

であり，本件土地から飛散したものであるか否かも不明といわざるを得な
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い。

ウ 申請人らは，クレオソート油及び粉じんの本件マンションへの流入によ

り申請人らに健康被害が発生したと主張するが，本件工事に従事している

作業員に健康被害は生じておらず，本件土地内にあった被申請人Ａの社宅

や独身寮の居住者からも健康被害が生じておらず，申請人らに健康被害が

生じたとの主張は疑問がある。

申請人らが根拠とする安全衛生情報センターの製品安全データシート

（甲４３）は，直接的に対象化学物質を取り扱う場合の症状等について説

明したものであり，取扱場所の隣地に居住する者についても同様の症状が

生じると述べているわけではない。

申請人らは，ｑ医師の診断書（甲３８の１ないし６）及び意見書（甲４

４）を提出するが，申請人らは，本件マンションの住民が健康被害を被っ

ている旨を主張しながら，診断書を提出しているのは僅か６名だけである。

しかも，同診断書は，受診者らは自覚症状の訴えのみであり，他覚的所見

は認められておらず，あくまでも受診者らの訴えが全て事実であることを

前提に作成されたものにすぎない。さらに，その結論も「本件マンション

住民における（自覚）症状の多発が，工事に伴う環境要因，とりわけクレ

オソート油へのばく露によって生じていることを強く疑わせる」と述べる

にとどまり，申請人らが主張する「本件マンション居住者に発生した健康

被害がクレオソート油を原因物質にするものであることは明らかである」

という評価はしていない。

第３ 当裁定委員会の判断

１ 本件において実施された測定結果等

(1) 被申請人Ｂは，平成２５年１２月１３日，平成２６年１月１０日，同月２

９日，同年２月３日，同年４月８日，同年６月４日に，臭気測定及び大気測

定を実施した（乙１の１ないし６）。その結果は別紙１１及び１２のとおり
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である。この結果によれば，悪臭の発生源と思われる箇所の周辺における臭

気指数は，最大でも１４（別紙１２の⑧地点）であり，本件土地内の本件マ

ンションとの敷地境界付近（別紙１２の①，③，⑦，⑨）においては，１０

未満であった。なお，本件工事への適用はないものの，事業場から発生する

悪臭等に関する東京都における悪臭防止法及び環境確保条例による敷地境界

線での規制値（乙５）は，住居専用地域等を含む第一種区域において１０以

下とされていた。また，各測定点における大気測定の結果でも，ベンゼン，

トリクロロエチレン等の化学物質の濃度は優に環境基準値等を下回っていた。

(2) 被申請人Ｂは，平成２６年１月１０日，旧ターミナルのピットのあった箇

所にたまっていた水（ピット水）及び本件土地の土壌にたまった水（土壌

水）を採取し分析を行ったところ，ナフタレン，２－メチルナフタレン，１

－メチルナフタレン，アセナフテン，ジベンゾフラン，フルオレン，アント

ラセンなどが検出された。この結果，クレオソート油に含まれる主な成分と

比較して共通する物質が多く（クレオソート油に含まれる主な成分として，

ナフタレン，２－メチルナフタレン，１－メチルナフタレン，アセナフテン，

ジベンゾフラン，フルオレン，フェナントレン，アントラセン，フルオラン

テン，ピレン，ベンゾ(a)ピレンが挙げられている。甲３３），上記調査の試

料中にはクレオソート油が含まれている可能性が高いという評価がされた。

（甲２０の１・２，甲２１，乙９，乙１０の１・２）

(3) 申請人らは，平成２６年５月頃，本件マンション１号棟のベランダから粉

じんを採取し分析をしたところ，鉛１００mg／kg，六価クロム２mg／kg未満，

全クロム１９０mg／kg，砒素９．１mg／kg，ふっ素３１０mg／kg，ニッケル

５５mg／kgが検出された。

(4) 被申請人Ｂは，平成２７年６月１８日，本件土地上に建っていた独身寮の

地盤面の土壌を採取・分析した。その報告書（乙１６）によれば，基準値を

超えるふっ素（溶出量基準で０．８mg／ℓのところ最大で２．４mg／ℓ）が検
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出されたが，ベンゼン，鉛，砒素については，基準値を超えなかった。

(5) 当裁定委員会は，本件裁定を求める事項を判断するため，Ｈ株式会社に対

して，本件土地の土壌及び土壌ガス採取，分析並びに臭気測定を委託し，平

成２８年１月２４日及び２５日，場所は境界線内側（本件土地側）の５か所

で同調査を実施した（以下「本件職権調査」という。）。本件職権調査の報

告書（職２）によれば，同調査の結果は別紙１３－１ないし１３－４のとお

りである。

同結果によれば，本件土地の調査地点における土壌ガス及び土壌からベン

ゼン及びナフタレンが比較的高濃度で検出され，油臭が認められた。

２ 本件工事及び苦情の経過について

(1) 本件工事開始以前

被申請人Ａは，旧ターミナルにおいて事業を行っていたが，本件マンショ

ンの住民からは旧ターミナルから発生する騒音についての苦情があり，平成

１９年３月や平成２１年７月に，江東区が被申請人Ａに対し，騒音の対策を

求める（甲４の１，甲４の２）など，本件マンションの住民と被申請人Ａと

の間で，事業所の騒音についての問題が発生していた。

被申請人Ａは，平成２５年２月，旧ターミナルや社宅等を取り壊し，新タ

ーミナル等を新築する計画を発表し，その後，本件マンションの住民に対し，

同計画の説明を開始したが，本件マンションの住民は，この時期に住民団体

を組織し，新ターミナルの規模や高さによって，本件マンションへの日照等

に影響があるとして，建替計画に反対をしていた（甲６）。

被申請人Ｂは，平成２５年８月頃，旧ターミナルの解体工事を開始し（甲

７），同年１０月２２日，被申請人Ａは，近隣の住民に対し，新ターミナル

棟及び社宅棟の新築工事に関する説明を行った（甲７）。

(2) 平成２５年１１月

被申請人Ｂは，平成２５年１１月２０日頃から，本件土地の北側部分にお
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いて，山留工事に伴うシートパイル打設用の先行掘削を開始した。具体的な

内容としては，本件土地のうち本件マンション１号棟側から順次コンクリー

トを剥がし，シートパイルを打ち込む工事をしており，１日当たり２０ｍ程

度ずつ進んでいた。被申請人Ｂは，掘削により油分を含んだ土壌が生じたた

め，石灰で油分を含んだ土壌の表面を固め，臭いに対しては消臭剤の散布を

していた。

(3) 平成２５年１２月

ア 工事の状況（甲１４）

被申請人Ｂは，シートパイルを打設する作業を行い，シートパイル土留

め周辺は固化剤，吸着剤処理を行っていた。また，本件土地の掘削地盤面

よりも地下水位を下げるため，同土地内に１１本のディープウェル（揚水

用の深井戸）を設けた。被申請人Ｂは，ディープウェル設置に際し，地上

部を掘削したところ，掘削箇所に水がたまり，設置作業が困難であったた

め，ポンプを使ってたまり水を旧ピット内へ流したことがあった。ピット

内にたまった地下水には油が浮いた部分があり，被申請人Ｂは，かかる箇

所の油を吸着マットで吸い取る作業を行い，中和剤を注入し，更にセメン

トで表面被覆を行った。

被申請人Ｂは，平成２５年１２月１９日，同月１６日頃に生じた異臭の

原因等について本件マンション住民に対し顛末を報告し，異臭が発生し迷

惑をかけたことをお詫びする文書を発出した（甲１９）。

平成２５年１２月２０日以降も本件土地の別の箇所で廃油だまりが確認

されたため，被申請人Ｂは吸引等の対応を行った。平成２６年１月までの

間は，旧ピット内から産廃業者のコンテナへ直接バキューム吸引し，産業

廃棄物として処分しており，処分した泥水は８８㎥であった（乙１４の３

８ないし４９）。

イ 悪臭苦情の状況（甲１４）
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平成２５年１２月２日，住民団体の住民５名が江東区役所を訪問し，江

東区の担当者に対し，夜間から朝にかけて鉱油臭が酷く，洗濯物に臭いが

つき，本件マンション住民の中で２名ほどおう吐した者がいることなどの

苦情を申し出た。その後，本件マンション住民から江東区の担当者に対す

る悪臭苦情は，同月３日に２件（夜から明け方にかけての臭いがひどいこ

と），同月５日に１件（本件マンション住民が臭いにより洗濯物が干せな

かったり，干した洗濯物の臭いを嗅いで気分が悪くなっている者もおり，

特に夜間から朝方の臭いがひどいこと），同月１０日に１件（臭いについ

て改善されていないこと，１号棟及び２号棟の住民にアンケートを採った

ところ，酷く臭うと回答する住民が多かったこと），同月１６日に１件，

同月１７日に１件（揮発性物質臭がする），同月２６日に１件（臭いが収

まらない）あった。他方，同月４日や同月１１日に，江東区の担当者が，

住民団体の住民に対し，悪臭苦情の確認をしたところ，その申し出がなか

った日もあった。

(4) 平成２６年１月

ア 工事の状況（甲１４）

被申請人Ｂは，平成２６年１月１０日頃，敷地北側に足場を組み，本件

土地の掘削部に中和剤をミスト散布し，掘削した土に数種類の消臭剤を組

み合わせて混合して埋め戻し，再度掘削して悪臭が生じるかどうかの検証

を行ったことがあった。この頃，前記１(2)のピット水及び土壌水の採取・

分析を行った。

被申請人Ｂは，平成２６年１月１４日頃，ピット北側アスファルトを剥

がす舗装解体工事（甲１３参照）を開始した。

被申請人Ｂは，平成２６年１月１８日頃，本件マンション住民に対し，

消臭対策を行いつつ，翌週から一次掘削工事を開始することを説明した。

その後，被申請人Ｂは，同月２７日から一次掘削工事を開始した。
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イ 悪臭苦情の状況（甲１４）

住民団体住民が，平成２６年１月７日，保健相談所に対し，悪臭により

健康被害があったと申し出たほか，同月９日，１７日，１８日に，本件マ

ンションの住民が江東区の担当者に対し，悪臭の苦情申出をしていた。ま

た，本件マンションにおいて，同月１８日，工事説明会が実施された際に

も，本件マンション住民からは，異臭は収まらず十分な消臭対策が採られ

ていないため掘削工事の開始を承認しないとの意見が多数出た。

(5) 平成２６年２月

ア 工事の状況（甲１４）

被申請人Ｂは，平成２６年２月３日から本件土地のうち本件マンション

側の土地の一次掘削を開始した（おおむね別紙９中の２月の掘削場所の掘

削を行っていた）。一次掘削の掘削深さは，地上の舗装面（ＧＬ）から約

２６００㎜であった。掘削の際，散水を行うほか，消臭剤を使用したり，

活性炭を土壌に混ぜ掘削をしたりするなどの悪臭対策も行っていた。また，

被申請人Ｂは，本件土地と本件マンション敷地の境界線付近に高さ約７ｍ

の足場を設置し，養生シートを張った。

被申請人は，平成２６年２月以降は，ディープウェルでくみ上げた揚水，

旧ピット内にたまっていた油分を含む水，掘削時に発生する地下水や雨水

を汚水処理設備に集めた後処分をしていた。処分した水は合計３７７．１

５㎥であった（乙１４の１ないし４９）。

掘削の際，土壌中から木片が掘り出されることがあった。被申請人Ｂは，

本件土地内の地中から掘り出された木材について，産業廃棄物処理業者に

委託して処理をした。処理した木材のかさ容積は４９１．５㎥であった

（乙１５の１ないし６７）。

イ 悪臭苦情の状況（甲１４）

本件マンション住民から江東区の担当者に対する悪臭苦情は，平成２６
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年２月３日に１件，同月５日に５件，同月６日に１０件，同月７日に３件，

同月１０日に１件，同月１７日に２件，同月１８日に１件，同月２０日に

１件，同月２１日に２件，同月２５日に１件（内容は，消臭剤の臭いが酷

く×××辺りまで臭いがしていること）あった。また，同月２５日には，

本件マンション住民から江東区の担当者に対し粉じんに関する苦情も１件

あった。内容としては，ベランダのほこりがひどいこと，掘削作業をして

いる場所の散水のみでは不十分であり，土が露出した部分からほこりが飛

散していることなどであった。

平成２６年２月１２日午前１１時頃，江東区役所の担当者は，本件工事

敷地及びその周辺に赴いたところ，本件工事敷地及び○○○通りともに風

向きや位置によってところどころ断続的な臭気があることを確認した。

(6) 平成２６年３月

ア 工事の状況（甲１４）

一次掘削を継続して行っており，おおむね別紙９中の３月の掘削場所の

掘削を行っていた。平成２６年３月１２日頃，掘削した土壌は，油分が多

く含まれ，それをピット北側に埋め戻した。

イ 悪臭苦情の状況（甲１４）

本件マンションの住民から江東区の担当者に対する悪臭苦情は，平成２

６年３月４日に１件，同月１２日に１件，同月１７日に１件，同月２６日

に４件，同月２８日に１件あった。

また，平成２６年３月２９日頃，本件マンションにおいて，工事説明会

が開催された際，本件マンション住民は，現在の臭気・粉じん対策はベス

トではなく，臭気が収まるまで工事を中断してほしいことなどを要望した。

さらに，同月６日，住民団体から江東区長宛に被害申告書（アンケー

ト）を添付した陳情もあった。

(7) 平成２６年４月
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ア 工事の状況（甲１４）

一次掘削を継続して行っており，おおむね別紙９中の４月の掘削場所の

掘削を行っていたが，４月中に本件土地のうち本件マンション側に近い箇

所の一次掘削は終了した。

一次掘削中に，本件建物北側の地中から旧ターミナル棟が建築された以

前に解体された建物の基礎が地中に残置されていたことが判明したため，

被申請人Ｂは，平成２６年４月１０日からこの地中障害物の解体工事を行

った（甲２４，甲１５の１０）が，地中障害物の撤去は同年５月２日頃に

作業を終えた。

イ 悪臭苦情の状況（甲１４）

本件マンション住民から江東区の担当者に対する悪臭苦情は，平成２６

年４月１日に１件，同月３日に１件，同月７日に１件（同月７日について

は，本件マンション３号棟まで臭いがあり，◆◆◆◆中学校や×××でも

臭いがあるという苦情があり，江東区の担当者が被申請人Ｂに連絡すると，

被申請人Ｂの担当者からは，本件マンション３号棟，◆◆◆◆中学校及び

×××周辺を確認したところ，本件マンション３号棟で本日から屋上の防

水工事を行っており，指摘の臭いはそれに起因すると思われるとの説明が

あった。），同月１１日に１件，同月１５日に１件（同日に別途被申請人

Ｂの現場事務所には３件の苦情があった。），同月１７日に１件，同月１

８日に１件，同月２４日に２件，同月２８日に１件，同月３０日に２件あ

った。

また，同月２６日，本件マンションにおいて，工事説明会が開催された

際，本件マンション住民は，臭気が収まるまで工事を中断することなどを

求めた。

(8) 平成２６年５月

ア 工事の状況（甲１４）
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被申請人Ｂは，平成２６年５月頃，新ターミナルの杭工事を開始してお

り，杭工事により生じた残土を敷地内に仮置きしていた。同月１７日の時

点で，杭打設は約４分の１程度が終了していた。

イ 悪臭苦情の状況（甲１４）

本件マンション住民から江東区の担当者に対する悪臭苦情は，平成２６

年５月２日に１件，同月７日に１件，同月８日に１件（連休中も悪臭は止

まらないため，環境測定を行うことを要望した。），同月９日に２件，同

月１９日に１件，同月２０日に１件，同月２２日に１件あった。また，同

月２日に粉じんの苦情が１件，同月１３日にも粉じんに関する苦情（その

内容は，本件工事に関して，粉じんが酷く，フローリングまで土ぼこりが

入ってくること，クレーンで土をふるっているが，散水が不十分で作業部

に当たっていないこと，残土に掛けられたブルーシートも風でめくれてい

たことなど）があった。

(9) 平成２６年６月以降

ア 工事の状況（甲１４）

被申請人Ｂは，平成２６年６月２日から二次掘削を開始し，同月５日頃

一次掘削は終了した。二次掘削の掘削深さは，場所により異なっていたが，

おおむね一次掘削地点（ＧＬ－２６００㎜）から１０００㎜～３０００㎜

の深さであった。

二次掘削は，平成２６年１０月頃に終了した。

イ 悪臭苦情の状況（甲１４）

本件マンション住民から江東区の担当者に対する悪臭苦情は，平成２６

年６月３日に１件（揮発臭に関するもの），同月１３日に１件，同月１７

日に１件（住民団体の住民６名から二次掘削開始に伴う悪臭苦情があっ

た。），同月１９日に２件，同月２０日に５件，同月２３日に３件，同月

２４日に１件あった。
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また，同月２８日，本件マンションにおいて工事説明会が開催された際，

本件マンション住民からは，粉じん対策として本件マンション側の敷地を

メッシュでなくシートで覆ってもらいたいこと，臭いはいつまで続くのか，

粉じん・悪臭対策に効果がないことなどの話があった。

平成２６年７月３日頃，申請人らは，テント設置及びテント設置までの

間の掘削工事の差し止めを求める仮処分を申し立てた（甲３１）。その後，

申請人らは，平成２６年１０月１６日，上記仮処分の申立てを取り下げた

（乙３）。

３ 本件土地におけるクレオソート油の存在について

前記認定事実１(5)のとおり，本件職権調査（職２）の結果によれば，本件土

地の調査地点から比較的高濃度のナフタレンが検出されたという結果が示され

ていること，ナフタレンはクレオソート油に含まれる物質の一つであり，前記

１(2)のピット水や土壌水の分析結果からクレオソート油の存在が示唆されたこ

とも踏まえると，本件土地の土壌中にクレオソート油が存在した事実は認める

ことができる。

次に，本件工事の掘削時において本件土地の土壌中にクレオソート油がどの

範囲でどの程度の量存在したかについては，これを認めるに足りる証拠はない。

この点，土地の履歴（甲８）からすると，木材の防腐剤としてクレオソート油

が塗布されていたと考えられる作業場付近は，クレオソート油が存在していた

可能性があることをうかがわせるものの，本件土地全体で防腐剤が使用されて

いたわけではなく，上記作業場の範囲は限定的である。したがって，本件土地

において別紙７の土壌汚染の範囲すべてにクレオソート油が存在したことを推

認することはできない。また，被申請人Ｂが実施した土壌汚染状況の調査結果

（甲８，甲９の１及び２，甲１７，甲１８，甲６０）及びそれらを踏まえて申

請人らがまとめた本件土地の汚染状況に関する各証拠（甲１０，甲４７の１４，

甲４８，甲６１，甲６２）によれば，本件土地のうち，ベンゼンが検出された
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箇所，油臭・油膜が確認された箇所，木片が確認された箇所が比較的広い範囲

にわたってはいるが，前記１(2)記載のとおりクレオソート油の主要な成分には

ベンゼンは含まれておらず，ベンゼンが検出された範囲にクレオソート油が相

当量存在したとはいい難い。さらに，油臭・油膜については，クレオソート油

に限らずそれ以外の物質，例えばベンゼンなど鉱油成分が存在した可能性もあ

り，油臭・油膜の存在がクレオソート油と直接結び付くものともいえない。そ

うすると，油臭・油膜の存在や程度をもって，いかなる化学物質がどの程度存

在しているかを推認できるものではないことから，油臭・油膜が確認された範

囲にクレオソート油が相当量存在していたものとはいえない。加えて木片につ

いて，その一部は過去にクレオソート油を塗布することで防腐剤処理が施され

ていた木材である可能性は否定できないものの，過去に建築されていた建物の

一部であったり，過去に埋め立てに用いられた土に混入していた可能性など，

防腐剤処理とは無関係の木材であった可能性もあることからすれば，木片の確

認をもって，その箇所にクレオソート油が相当量存在していたものともいえな

い。そして，本件職権調査（職２）の結果によっても，本件土地の土壌中に存

在したクレオソート油の量を具体的に判定することは困難であり，その他防腐

剤処理の作業場付近全体に高濃度のクレオソート油が存在したことを認めるに

足りる証拠もない。

そして，本件職権調査（職２）の結果を踏まえ，土壌ガスの気相への放散と

大気中での希釈後の空気の暴露について検討を行った専門委員の見解（職３）

によれば，１日の推定最大土壌掘削量（規模にして１８ｍ×１８ｍ×２．３ｍ

≒７５０㎥／日）の土壌の間隙空気（想定空隙率０．３）の全てが，測定され

た土壌ガス最大濃度（ベンゼン６５mg／㎥，ナフタレレン３．７mg／㎥）で大

気に放出されたと仮定し，大気中では，無風状態に近い０．４ｍ／ｓの風で４．

０ｍ程度の高さまで拡がって希釈されたとすると，土壌間隙空気は約１１００

０倍の空気で希釈され，１日平均ではベンゼン０．００５９mg／㎥やナフタレ
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ン０．０００３３mg／㎥となること，上記の仮定は，①期間中の１日当たりの

最大土壌掘削量を想定したこと，②土壌間隙中のガスの濃度を一律に測定され

た最大濃度として，掘削によりその全てが大気に放散されると仮定しているが，

実際には土壌の塊の中の間隙空気が全て放散するとは考えにくいこと，③風向

きを一方向からのみと考えて，風速も小さな値を想定したことなど，全体的に

現実的な範囲で大気濃度がより高くなるような条件を考えた安全側の推算であ

って，健康影響に問題が生じる程度の化学物質の暴露があったとは考えにくい

旨の指摘がされている。この点，申請人らは，上記の見解における暴露の推定

は，健康被害を訴えた掘削工事当時の土壌ガス濃度を基にしていないこと，時

間の経過によってナフタレンの濃度が減少した可能性があること，調査地点が

掘削場所と同一ではなく，掘削場所の方がクレオソート油が高濃度であった可

能性があることなどから，過少評価となっている旨を指摘しているが，前記１

(1)によれば申請人の主張を裏付けるものではなく，具体的にどの程度の量のク

レオソート油が存在し，どの程度揮発したのかを示す証拠はなく，上記専門委

員の見解に反する証拠もうかがえない。

そうすると，申請人らが主張する事実のうち，本件土地のクレオソート油が

相当高濃度であったこと，本件土地内の北側境界線付近に大量のクレオソート

油が残存していたこと，最も大量にクレオソート油が存在していたと思われる

本件マンションに近接した北側部分を掘削したことにより，これまで揮発せず

に残存していたクレオソート油の揮発性成分が一気に揮発したことを，それぞ

れ裏付ける証拠はなく，これらを他の事実から推認することも困難と言わざる

を得ない。

４ 悪臭及び粉じんの発生，到達及び程度について

(1) 悪臭

前記認定事実によれば，平成２５年１１月２０日のシートパイル打設の工

事以降の掘削に伴い，具体的な濃度を示す証拠はないものの，クレオソート
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油由来の化学物質やベンゼン等の化学物質が大気中に発散し，これが悪臭と

なって，大気中を経て，本件マンションに到達していたものといえる。その

頻度は，平成２５年１２月以降の本件マンション住民の悪臭苦情の状況を踏

まえると，掘削工事期間中継続していたことがうかがわれるものの，他方，

悪臭の苦情が出ていなかった日もあったことがうかがわれ，常時一定の悪臭

が，本件マンション全体にあったと認めるには足りない。この点，申請人ら

は，掘削工事期間中の悪臭につき，５を最強臭気とした場合の臭気強度がお

おむね４ないし５で推移したことを記載した証拠（甲６５）を提出するが，

臭気強度は臭いを嗅ぐ人の感覚を用いて臭いの強さの「程度」を測定するた

めに臭いを嗅ぐ人によるばらつきが大きいことが指摘されており，このよう

なばらつきを低減するために，一般的には臭いの基準となる標準物質を用意

することや臭気強度を評価する者に臭気強度に関する教育を受けさせること

などが行われている（職２）が，上記の各記載は臭いの基準を示すことなく

専ら申請人らの主観的な感覚を記載したものにとどまっている。また，被申

請人Ｂが実施した臭気測定の各結果によれば，前記１(1)のとおり，悪臭の発

生源と思われる箇所の周辺における臭気指数は最大でも１４であるが，本件

土地と本件マンションの敷地境界付近における臭気指数はいずれも１０未満

であった。さらに，前記２(5)イのとおり，江東区の担当者が本件工事敷地及

びその周辺に赴いた際，本件工事敷地及び○○○通りともに風向きや位置に

よってところどころ断続的な臭気があることを確認していた。これらを踏ま

えると，本件マンションにおける悪臭は掘削場所やその日の天候や風向きな

ど気象の条件によって変化しており，掘削工事期間中，常時一定の強い臭気

が本件マンションに継続的に生じていたものとまではいえず，甲６５号証の

臭気強度に関する記載は採用できない。

本件マンションの各棟における悪臭の程度については，まず，申請人ｂの

尋問結果によれば，住民団体が平成２６年１月末頃に，本件工事に伴う悪臭
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に関する被害のアンケートを配布した際，３号棟のうち本件土地から見て奥

に位置する建物にはアンケート用紙を配布しなかった点からすると，３号棟

のうちＥないしＧ棟については，悪臭が到達する頻度は少なく，到達をして

も悪臭の程度が酷いものではなかったものと推認できる。そして，本件マン

ションのうち，本件マンションの各棟の向き，本件土地の掘削場所と本件マ

ンションとの距離や位置関係に加え，申請人ｂ及び申請人ｆの各尋問の結果

を踏まえると，悪臭を酷く感じたのは本件土地の掘削場所に近い１号棟であ

り，２号棟及び３号棟のＤ棟については，本件土地の掘削場所と本件マンシ

ョンとの距離や位置関係に応じて，臭いを感じる頻度及び強さも低減してい

ったものと推認できる。

そうすると，少なくとも，申請人らは，１号棟，２号棟及び３号棟のＤ棟

のいずれかに居住しているから，掘削工事期間中，各居室において悪臭を感

じたことがあったものと認めることができる。

(2) 粉じん

申請人らは，平成２６年５月頃の調査結果（甲２５）によれば，本件土地

の汚染土壌が粉じんとして本件マンションに到達していたことを主張する。

この点，本件マンションの各棟の向き，本件土地の掘削場所と本件マンショ

ンとの距離や位置関係に加え，本件マンションの１号棟のベランダから採取

した粉じんに関する上記分析結果（甲２５，職１）によれば，本件土地の粉

じんが本件マンションの１号棟のベランダまで到達した可能性があったこと

は認めることができる。しかしながら，証拠（職１，申請人ｂ）によれば，

上記分析結果（甲２５）の採取は本件マンションの１号棟のベランダの５か

所で採取したものの，各採取量が少なく個別に検査ができず，それらをまと

めたものの分析結果であって，そもそも分析結果に用いられた試料の採取量

がどの程度であったかは不明であり，しかも，どの程度の量が粉じんとして

本件マンションに到達していたかは，証拠上明らかとはいい難く，それを推
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認することも困難である。

そうすると，申請人らは，本件土地内のクレオソート油で汚染された粉じ

んが，本件土地から本件マンション側に大量に流入した旨を主張するが，前

記３で説示した点も踏まえると，上記主張を裏付ける証拠があるとはいえな

い。この点，申請人らは，平成２６年５月２２日，被申請人Ｂが作業中に生

石灰を大量に飛散させて本件マンションにも及んだ事故を挙げるが，かかる

事実は，掘削工事に伴う土壌の粉じんの飛散があったことを直接裏付けるも

のとはいい難い。

５ 裁定を求める事項１について

(1) 申請人ｆ

申請人ｆは，掘削工事によって揮発したクレオソート油由来の化学物質に

暴露し続けた結果，化学物質過敏症に罹患したため，掘削工事終了後も症状

が続いている旨主張し，これに沿うｐ医師の意見書（甲６６の２）を提出す

る。

しかしながら，証拠（甲６８の１４０頁など）によれば，いわゆる化学物

質過敏症は，医学上の定義，病態・症候，発症因子・メカニズム，診断等に

ついて明確な知見は確立されていない状況にあるとされ，クレオソート油由

来の化学物質への暴露量が不明である（健康被害を生じさせる程度の濃度で

あったと認めるに足る証拠はない。）ことからも，上記のｐ医師の意見書

（甲６６の２）は直ちに採用できるものではない。

そこで，申請人ｆが主張する被害と本件工事との因果関係の存否は，生じ

た症状の内容や時期，工事の際に発生し暴露した化学物質の性質や量，既往

症等他の原因の可能性などを考慮して総合的に判断するのが相当である。

まず，申請人ｆは，既往症として，肥大型心筋症の持病があり，毎月定期

的に通院をしていたほか，季節の変わり目に鼻炎の症状が出ることがあった

（申請人ｆ）。また，鼻炎症状の原因は様々であり気候，体調等により変化
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することもある。したがって，申請人ｆは，平成２５年１２月頃からひどい

鼻炎があった旨を主張するが，鼻炎について他の原因の可能性も否定できな

いといえる。

次に症状の内容や発現時期についてみると，申請人ｆは，Ｄ医院のｒ医師

（以下「ｒ医師」という。）の診察を受け，平成２６年７月１日，「当患者

様は咽頭違和感を主訴に平成２６年７月１日に当院を受診されました。初期

症状５月の末頃より，咳，痰を認め，その後咳，痰は改善するも，６月に入

り咽頭違和感が持続。６月１６日にかかりつけのＦ内科循環器科より消炎鎮

痛薬と含嗽薬を処方されるもその症状改善なく症状が持続されているとの事

で７月１日に当院を受診されました。来院時診察所見では咽頭軽度発赤を認

めるものの，扁桃腫脹や頸部リンパ節腫大は認めず。呼吸音は清。他に明ら

かな異常所見は認めておりません。」との診断を受けた（甲３９の１）。ま

た，申請人ｆは，医療法人社団Ｅ診療所のｑ医師（以下「ｑ医師」とい

う。）の診察を受け，平成２６年７月１８日，「病名：慢性咽頭炎」「持続

する咽頭痛を主訴に受診。２０１３年夏頃からの住宅近隣での工事開始とと

もに鼻水を自覚。その後さらに工事現場からの刺激臭の発生に伴い，頭痛，

喉頭痛を自覚するようになったとの訴えです。工事現場の土壌からはクレオ

ソートオイルが漏出しているとのことであり，上記症状の主な現因（ママ）

と考えられます。」との診断を受けた（甲３８の３）。この点，申請人ｆは，

本人尋問において，本件工事当時に生じた症状として鼻炎や咳，痰が平成２

６年１月頃には生じており，同年２月から４月までの間も鼻炎や咽頭痛が継

続していた旨を供述するが，上記のｒ医師の診断書の記載からすると，申請

人ｆがｒ医師に対し，初期症状である咳や痰は平成２６年５月頃に出た旨を

述べていたことが認められ，上記主張や供述と矛盾する記載があることから

すると，症状の発現時期は客観的に明らかではなく，掘削工事の開始時期と

症状の発現時期が直ちに結び付いているものとも評価できない。また，証拠
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（甲４４）によれば，ｑ医師は，平成２６年４月１４日，住民団体の共同代

表である申請人ｂから，本件マンションの隣接地において，被申請人Ａの新

ターミナル等建設工事が行われ，工事現場から強い悪臭が発生しており，本

件マンション住民の中に体調不良を訴えている者が多発している旨の相談を

受け，本件土地がかつて貯木場であり，防腐剤として大量のクレオソート油

が使用されていたという話を聞いていたこと，その上で，本件マンションの

住民に多発している症状が，クレオソート油揮発物を主因とし，環境要因が

複合的に作用して生じているものと考えていたこと，住民団体の居住環境改

善のための取組を支援するために，健康調査や診察を希望する住民の診療を

行ってきたことからすると，上記のｑ医師の診断書の内容のうち，本件工事

が症状の原因であるとする記載に関しては，工事現場からの悪臭と個別の症

状を関連付ける患者の判断に依拠したものであって，症状や検査結果，問診

等の結果から判断されたものとはいい難く，直ちには信用し難い。そして，

ｑ医師の判断の根拠の中には，甲４４号証の記載（２頁）によれば，「工事

現場からは粘膜・皮膚に対し刺激性を有する物質である，クレオソート油が

大量に見つかっていること」を前提とするものがあるが，前記３記載のとお

り，本件土地にクレオソート油が大量に存在したことを裏付ける証拠はない

ことからすると，その根拠に疑問の余地がある。また，甲４４号証の記載

（２頁から３頁まで）によれば，「症状を訴える住民の中には，本件マンシ

ョンから離れている間だけ，全く症状が消失してしまった事例があること」

を前提としているが，これは，医療機関を受診した５人のうち，２人が回答

しているためであるところ，その２人の健康状態についても訴えた症状で評

価しているものにすぎず，また，医師自らなんらかの化学物質の刺激による

炎症の存在を疑わせる明らかな所見は認められないとしている以上，居住環

境中に原因があると言い切れるのかは疑問が残るところであり，やはりその

根拠に疑問の余地があるといわざるを得ない。以上のことからすると，本件



31

工事が原因であるとするｑ医師の診断書は採用することができない。

また，ｑ医師が行ったＡトラックターミナル建設工事に伴う▲住民健康被

害調査結果（甲３７）によれば，本件マンションの住民１００人から健康調

査の回答を求め，建設工事と調査対象集団の健康状態の自覚症状等について

の関係を調査した結果は，建設工事によって調査対象集団の健康状態が悪化

した可能性は否定できないものの，断面的な調査であることから因果関係を

積極的に論じることはできないこと，また小さな集団であることから，統計

学的にも不安定であること，工事に関心があり，かつ健康上の不安を抱える

人がより積極的に回答をしたというバイアスも考えられることなどが指摘さ

れている。そうすると，これらの統計学的な検討結果からは，本件工事開始

後から本件マンション住民に特異的に健康被害が生じたとみることもできず，

工事時期と一定の集団における健康被害の発症時期が一致する事実を認める

こともできないから，本件における掘削工事と申請人らが主張する健康被害

との間の因果関係を裏付けるものと評価することはできない。

そして，クレオソート油ないしその主要な成分とされる物質についての健

康影響について，眼や皮膚への刺激性や感作性が一部報告されているものも

見受けられるものの不明とされているものが多いこと（甲４１，甲４３，甲

４９ないし５６，甲６９，甲７０），前記３及び４において検討したとおり，

本件において揮発した化学物質の程度が具体的にどの程度であったかは明確

になっておらず，少なくとも大量であったと認めるに足りる証拠はないこと，

本件土地の掘削場所からクレオソート油由来の化学物質を含有した粉じんが

具体的にどの程度飛散して本件マンションに到達したかは明確になっておら

ず，少なくとも大量に到達していたことを認めるに足りる証拠はないことか

らすると，本件工事によって発生し暴露した化学物質の性質や量から，申請

人ｆが主張する症状の原因が掘削工事によるものであるとは評価し難い。そ

して，掘削工事当時，悪臭を感じていたことが認められるが，臭いと健康被
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害の発症とは必ずしも直接的に結び付いているものでもない。したがって，

かかる事実のみから本件土地の掘削場所から発生した化学物質が原因となっ

て申請人ｆの健康被害が生じたことを推認することはできない。

以上検討した諸事情を踏まえ総合的に判断しても，申請人ｆの症状と本件

工事との間の因果関係を肯定することはできない。

(2) 掘削工事終了後も健康被害が継続していると主張しているその他の申請人

について

ア 申請人ｌ及び申請人ｈは，掘削工事によって揮発したクレオソート油由

来の化学物質に暴露し続けた結果，化学物質過敏症に罹患したため，掘削

工事終了後も症状が続いている旨主張し，これに沿うｐ医師の意見書（甲

６６の１，甲６６の３）を提出する。

しかしながら，前記５(1)のとおり，証拠（甲６８の１４０頁など）によ

れば，いわゆる化学物質過敏症は，医学上の定義，病態・症候，発症因子

・メカニズム，診断等について明確な知見は確立されていない状況にある

とされ，クレオソート油由来の化学物質への暴露量が不明である（健康被

害を生じさせる濃度であったと認めるに足る証拠はない。）ことからも，

上記のｐ医師の意見書（甲６６の１，甲６６の３）は直ちに採用できるも

のではない。

また，申請人ｌは，Ｉ皮フ科・形成外科のｔ医師（以下「ｔ医師」とい

う。）の診察を受け，平成２６年６月２３日，「病名：眼瞼炎，湿疹（顔

面）」「上記病名にて約１週間の治療を要しますが，原因物質が除去され

ない限り，再燃を繰り返すおそれがあります。」との診断を受けた（甲３

９の２）ほか，申請人ｌは，ｑ医師の診察を受け，平成２６年７月２４日，

「病名：慢性結膜炎」「今年１月，住宅近隣の工事現場から，強い刺激臭

を感じるようになってから，両眼の違和感，目やに，眼周囲の痒み，炎症，

さらに鼻，喉の違和感などを訴えています。工事現場で認められた，クレ
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オソート油に揮発性，皮膚粘膜に対する刺激性があること，青森の実家に

帰った際に症状が消失したエピソードなどから，工事現場からのクレオソ

ート油揮発物質へのばく露に伴う症状と考えられます。」との診察を受け

た（甲３８の４）。この点，前記５(1)で説示したとおり，本件工事が原因

であるとするｑ医師の診断書は採用することができないこと，ｔ医師の診

断書は「原因物質が除去されない限り，再燃を繰り返すおそれがありま

す。」との記載があるが，眼瞼炎，結膜炎は日常生活の中での様々な原因

により生じ得るものであるところ，原因物質の内容を具体的に明らかにす

るものでも，本件工事が原因であることを示唆するものでもない。また，

申請人ｌは平成２６年１月頃から症状があった旨を主張するが，上記各診

断書によればかかる症状で医師の診察を受けたのは同年６月又は７月であ

って，同年１月頃に症状があったかどうかを裏付ける証拠はなく，掘削工

事の開始時期と症状の発現時期が直ちに結び付いているものと評価し得る

証拠はない。

申請人ｈは，ｑ医師の診察を受け，平成２６年７月１日，「病名：慢性

咽頭炎」「居住地近隣での工事開始後より咽頭痛を自覚，徐々に悪化して

いること，工事現場からの粉じんの存在が明らかであることなどから，当

該工事との関連が強く疑われます。慢性の咽頭痛があり，継続的な治療が

必要です。」との診断を受けた（甲３８の１）が，咽頭痛は日常生活の中

での様々な原因により生じ得るものであり，前記５(1)で説示したとおり，

本件工事が原因であるとするｑ医師の診断書は採用することができない。

また，申請人ｈは平成２５年１１月末頃から症状があった旨を主張するが，

上記診断書によればかかる症状で医師の診察を受けたのは平成２６年７月

であって，平成２５年１１月末頃に症状が出ていたかどうかを裏付ける証

拠はなく，掘削工事の開始時期と症状の発現時期が直ちに結び付いている

ものとも評価し得る証拠はない。
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そして，上記に検討した点のほか，前記５(1)に説示した点も踏まえ総合

的に判断しても，申請人ｌ及び申請人ｈの各症状と本件工事との間の因果

関係を肯定することはできない。

イ 申請人ｉ及び申請人ｍについては，掘削工事によって揮発したクレオソ

ート油由来の化学物質に暴露し続けた結果，化学物質過敏症に罹患したた

め，掘削工事終了後も症状が続いている旨主張するが，そもそも化学物質

過敏症に罹患したことを認めるに足りる証拠はない。

申請人ｉは，ｑ医師の診察を受け，平成２６年７月１日，「病名：慢性

咽頭炎」「居住地近隣での工事開始後より症状を自覚，徐々に悪化してい

ることから，当該工事との関連が強く疑われます。慢性の咽頭痛があり，

継続的な治療が必要です。」との診断を受け（甲３８の２），申請人ｍは，

ｑ医師の診察を受け，平成２６年７月１８日，「病名：慢性結膜炎」「持

続する眼球の違和感を主訴に受診，住宅近隣での工事開始後，昨年末頃よ

り上記症状を自覚しています。外国旅行へ出かけると症状消失し，帰国す

ると再発するというエピソードを繰り返しており，環境要因が強く疑われ

ます。工事現場からはクレオソートオイルが漏出しているとのことで，上

記症状の主な原因と考えて良いと思われます。」との診断を受けた（甲３

８の５）が，前記５(1)で説示したとおり，本件工事が原因であるとするｑ

医師の診断書は採用することができない。また，申請人ｉは平成２５年１

１月末頃から，申請人ｍは平成２５年１２月末頃から症状が出ていた旨を

それぞれ主張するが，上記各診断書によればいずれもかかる症状で医師の

診察を受けたのは平成２６年７月であって，平成２５年１１月末頃又は平

成２５年１２月末頃に症状があったかどうかを裏付ける証拠はなく，掘削

工事の開始時期と各人の症状の発現時期が直ちに結び付いているものとも

評価できない。

そして，前記５(1)に説示した点も踏まえ総合的に判断しても，申請人ｉ
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及び申請人ｍの各症状と本件工事との間の因果関係を肯定することはでき

ない。

ウ 申請人ｃは，ｑ医師の診察を受け，平成２６年７月１７日，「病名：湿

疹，アトピー性皮膚炎増悪」「今年６月頃からの在宅時間の増加に伴うア

トピー性皮膚炎の増悪，昨日からの新しい湿疹を認めます。経過より近隣

における工事に伴う環境悪化の直接的ないし間接的影響が強く疑われま

す。」との診断を受けた（甲３８の６）が，前記５(1)で説示したとおり，

本件工事が原因であるとするｑ医師の診断書は採用することができない。

そして，前記５(1)に説示した点も踏まえ総合的に判断しても，申請人ｃ

の症状と本件工事との間の因果関係を肯定することはできない。

(3) その他の申請人について

上記(1)及び(2)に検討した申請人以外の申請人については，前記認定事実

によれば，悪臭を感じたことは認めることができるものの，かかる症状をも

って通院をした事実はうかがわれず，客観的に健康被害があったことを認め

るに足りる証拠はない。この点，申請人ｂは急性症状として悪心，喉がいが

らっぽいといった症状があったものと供述するが，医師の診察を受けたこと

はないと供述していることから，客観的に健康被害があったものと認めるに

足りない。

したがって，上記(1)及び(2)に検討した申請人以外の申請人については，

裁定を求める事項１について理由がない。

６ 裁定を求める事項２について

(1) 申請人らは，「裁定を求める事項の追加的変更申立書」において，裁定を

求める事項２につき，「申請人らが被った日常生活の妨害による精神的苦

痛」と本件工事に伴う悪臭との因果関係を掲げ，この点について，被申請人

らは，精神的苦痛に係る不快感，気分が滅入る，イライラ感，ストレスによ

る体重減少，不眠等は，いずれも主観的なものであって原因裁定になじまな



36

い旨の主張をする。確かに，「日常生活の妨害による精神的苦痛」というだ

けでは被害としての客観的特定があるとはいえない。しかし，悪臭によって

洗濯物の乾燥，ベランダの使用ができなくなるなど，日常生活が妨げられる

具体的事実があれば，これをもって「人の生活環境に係る被害」（環境基本

法２条３項）というを妨げない。

申請人らは，審問期日における釈明に対して「申請人ら第１準備書面の各

申請人の精神的ストレス欄及びそこに引用した証拠（甲３５，甲３６）に記

載された生活環境にかかる被害」であると主張しているため，これを前提と

すると，裁定を求める事項２における「申請人らが被った日常生活の妨害に

よる精神的苦痛」の具体的な主張は，別紙２生活環境に係る被害一覧記載の，

各申請人の「精神的ストレス欄の記載」欄及び「証拠に記載された生活環境

に係る被害」欄記載のものと理解することができる。

(2) 次に，上記「引用した証拠」は，甲３５号証及び甲３６号証であるところ，

同証拠は，申請人ｂの尋問結果によれば，住民団体が平成２６年１月末頃に

アンケート用紙を本件マンションの１号棟を中心に各戸に配布し，それを各

戸の住民が随時記載をして住民団体に提出したもの（あるいは提出された用

紙をまとめたもの）であることからすると，被害を感じた時期に随時作成さ

れたものと考えるのが自然であることから，それらに記載された日付は，本

文中に具体的な日付がない限り，被害を受けた時期に近接しているものと理

解することができる。

ただし，本件各証拠によれば，本件工事における掘削工事期間中，継続的

又は一般的に，窓を開けられない，洗濯物をベランダに干せない等の悪臭に

よる生活上の不便を受けた旨の記述が認められるが，前記４(1)に説示したと

おり，本件マンションにおける悪臭は掘削場所やその日の天候や風向きなど

気象の条件によって変化しており，掘削工事期間中，常時一定の強い臭気が

本件マンションに継続的に生じていたものとまではいえないことから，時期



37

又は期間を特定しないで掘削工事期間中の継続した被害を主張しているもの

については，これを採用することができない。また，原因裁定は，裁定を求

める事項に掲げられた被害についての判断を行うものであるから，裁定を求

める事項において掲げられていない被害や具体的な時期が特定されていない

被害につき，判断をするものではない。

以上を踏まえて検討すると，裁定を求める事項２については，別紙生活環

境に係る被害一覧記載の「認容される生活環境に係る被害」記載の限度で理

由がある。

(3) なお，原因裁定は，不法行為に基づく損害賠償の要件のうち，原因とされ

た行為と被害とされる事実との間の因果関係の存否を判断するものであり，

当該行為の有責性や違法性を判断するものではない。したがって，本裁定は，

主文に掲記した被申請人らの行為の有責性，違法性についての判断を示すも

のではない。以上の点は，原因裁定が権利又は法律関係の存否ではなく証拠

に基づく事実関係の判断を示すという原因裁定制度の特殊性に根ざすもので

あるが，本裁定の趣旨を理解する際に留意されたく，付言するものである。

７ 以上のとおり，申請人らの裁定申請は，前記６(2)の限度で理由があるが，そ

の余は理由がない。よって，主文のとおり判断する。

平成２９年３月２８日

公害等調整委員会裁定委員会

裁定委員長 富 越 和 厚

裁 定 委 員 吉 村 英 子
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裁 定 委 員 野 中 智 子

（別紙省略）




